
100 

参考資料 
 

 １ 焼津市次世代育成支援行動計画推進地域協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 焼津市次世代育成支援行動計画の推進にあたり、必要な事項について広く意見を求

めるため、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第 21 条第 1 項の規定に

基づき、焼津市次世代育成支援行動計画推進地域協議会（以下「地域協議会」という。）を

設置する。 
 

（所掌事務） 

第２条 地域協議会は、次に掲げる事項について協議し、市長に対し意見を述べる。 

(1) 焼津市次世代育成支援行動計画の推進に関すること。 

(2) 焼津市における次世代育成支援事業の推進に必要な調査研究に関すること。 

(3) その他焼津市における次世代育成支援事業の推進に必要な事項 
 

（組織及び委員） 

第３条 地域協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員 15人以内で組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) 福祉関係団体 

(3) 保健、医療関係団体 

(4) 教育関係団体 

(5) 経済、労働関係団体 

(6) 地域、生活、居住環境関係団体 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 
 

（会長及び副会長） 

第４条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、地域協議会を代表し、会議の議長になる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 
 

（会議） 

第５条 地域協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会長が必要と認めるときは、地域協議会に委員以外の関係者の出席を求め､その意見又は

説明を聴くことができる。 
 

（事務局） 

第６条 地域協議会の事務局は、焼津市福祉保健部児童課に置く。 
 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は､会長が地域協

議会に諮って定める。 
 

附 則 

 この要綱は、平成 18年 10 月 4日から施行する。 



 

 

101 

 

 ２ 焼津市次世代育成支援行動計画推進地域協議会委員名簿 

 

分 野 氏 名 所属等 

学識経験者 山田 美津子 静岡福祉大学（福祉心理学科教授） 

福祉関係団体 

飯田 かず子 
焼津市保育園協会 

（さくら保育園園長） 

熊代 高久 
焼津市保育園保護者会連合会（会長） 

（小川保育園） 

福島 久美子 
焼津市民生児童委員協議会 

（次世代育成部会） 

保健、医療団体 

堀尾 恵三 焼津市医師会（理事） 

赤阪 有子 焼津市歯科医師会（理事） 

教育関係団体 

増田 紀子 焼津市校長会（黒石小学校校長） 

杉本 香 
焼津市ＰＴＡ連絡協議会 

（母親委員長） 

金原 順一 
焼津市私立幼稚園協会（会長） 

（三和幼稚園園長） 

増田 浩宇 
焼津市私立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会

（会長）（三和幼稚園）  

経済、労働関係団体 

加藤 弥生 焼津商工会議所（女性会）  

見崎 平八 焼津地区労働者福祉協議会 

田島 忠志 焼津公共職業安定所（所長） 

地域、生活、居住環境 

関係団体 

西澤 洋二 焼津警察署（生活安全課） 

大畑 末広 焼津市自治会連合会（下江留自治会長） 
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 ３ 焼津市次世代育成支援行動計画庁内策定委員会設置要領 

 

（設置） 

第 1 条 焼津市次世代育成支援行動計画（後期計画）を策定するため、必要な事項につい

て広く意見を求めるため、焼津市次世代育成支援行動計画庁内策定委員会（以下「策定

委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第 2条 策定委員会の所掌事項は次のとおりとする。 

(1) 焼津市次世代育成支援行動計画（後期計画）の原案策定に関すること。 

(2) その他焼津市における次世代育成支援事業の推進に必要な調査研究に関すること。 

 

（組織） 

第 3条 策定委員会は別表に掲げる者をもって組織し、委員長に福祉保健部長を充てる。 

 

（委員会の招集） 

第 4条 策定委員会は委員長が召集し、主宰する。 

 

（ワーキンググループ） 

第 5 条 策定委員会の指揮を受け、次世代育成支援行動計画の策定に係る調査、検討を行

うため、ワーキンググループを置く。 

 

 （設置期間） 

第 6 条 策定委員会の設置期間は、次世代育成支援行動計画（後期計画）の策定までとす

る。 

  

（庶務） 

第 7条 策定委員会及びワーキンググループの庶務は児童課が行う。 

 

（その他） 

第 8 条 この要領に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定

める。 

 

附 則 

この要領は、平成 21年 6 月 5 日から施行する。 
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 ４ 焼津市次世代育成支援行動計画庁内策定委員会委員名簿 

 

  所属 氏  名 

委員長 福祉保健部長 石川 順 

委員 企画財政部 
企画調整課参事 兼 

男女共同参画担当主幹 
齊藤 惠美 

委員 企画財政部 財政課長 宮内 利幸 

委員 生活環境部 生活安全課長 櫻井 優 

委員 福祉保健部 地域福祉課長 村松 正直 

委員 福祉保健部 保健センター所長 池谷 均 

委員 経済部 商工観光課長 橋ヶ谷 昌広 

委員 都市住宅部 住宅営繕課長 鈴木 敏郎 

委員 都市住宅部 都市整備課長 大石 敏行 

委員 土木下水道部 道路課長 天野 康弘 

委員 教育委員会 教育総務課長 村松 隆義 

委員 教育委員会 学校教育課長 佐藤 美代志 

委員 教育委員会 
次長 兼 

社会教育課長 
石田 正行 

委員 教育委員会 スポーツ振興課長 中村 良道 

委員 福祉保健部 児童課長 増田 永二 
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 ５ 焼津市次世代育成支援行動計画庁内策定委員会 

ワーキンググループ委員名簿 

 

所属 氏  名 

企画調整課 企画調整担当事務員 大橋 佑美 

財政課 財政担当主任主査 鈴木 文彦 

生活安全課 交通安全担当主幹 大石 佳弘 

地域福祉課 障害福祉担当主事 秋山 未紀子 

保健センター 母子保健担当係長 吉田 和子 

商工観光課 工業労働担当主査 山梨 海悟 

住宅営繕課 住宅担当係長 川村 仁 

都市整備課 街路公園担当主任主査 山下 斉 

道路課 道路安全施設担当主幹 手塚 和人 

教育総務課 庶務担当主幹 横山 良美 

学校教育課 学校教育担当主幹 村田 和男 

社会教育課 社会教育担当係長 石原 隆弘 

スポーツ振興課 指導担当係長 新村 慎 

児童課 児童担当主幹 岡村 敏典 

児童課 保育担当係長 増田 洋一 

児童課 家庭児童相談室室長 藤田 保志 

 


